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茨城土地家屋調査士会 ｢境界問題解決支援センターいばらき」手続実施規程 

  

   

(目 的)  ＜規則第 50条＞ 

第 1 条 この手続実施規程(以下｢規程｣という。)は、境界問題解決支援センターいばらき規則(以下｢規

則｣という。)第 50 条の規定に基づき、｢境界問題解決支援センターいばらき｣(以下｢本センター｣と

いう。)が行う、規則第 2 条に定める解決手続の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定 義） 

第 1 条の 2 この規則において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、規則、不動産登記法

（平成１６年法律第１２３号）及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成１６ 

年法律第１５１号）において使用する用語の例による。 

 

(説 明)  ＜規則第 25条＞ 

第 2 条 申立人及びその相手方に対して行う説明は、センター長が説明事項の概要を記載した書面を

交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供し、調停員候補者名簿を提示するものとする。 

２ 前項の説明を行なったときに受領する書面には、その旨を記載したファクシミリ、電子メールに

より送信された情報を含むものとする。なお、電話により説明を受けた旨を聴取した場合には、そ

の旨及び年月日を記録するものとする。 

 

(対象土地の所在の範囲)  ＜規則第 24 条第 2 項＞ 

第 3 条 申立てに係る土地の所在の範囲については、次に掲げる範囲の申立ては、これを受理するこ

とができる。 

 ⑴ 申立てに係る土地の所在が、茨城県と隣接し、又は隣接する土地と密接な関係にある茨城県外

の土地 

⑵ 申立てに係る土地の所在する地域が、茨城県と経済圏を同一にしている茨城県外の近隣の土地 

 ⑶ 相手方が茨城県に在住する茨城県外の近隣の土地 

 

(申出、申立の受付) ＜規則第 21条第 3 項、第 26条第 2 項、費用規程第 3条第 1 項、第 4 条第 1 項＞ 

第 4 条 相談申出書及び調停申立書 (以下「申立書」という。)の受付は、添付書類を添え、別に定め

る相談費用及び申立費用を納付して行うものとする。 

 

(申立書)  ＜規則第 26条第 2 項及び第 3 項＞ 

第 5 条 申立書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 申立人の氏名又は名称及び住所(代理人又は補佐人を定めたときは、その者の資格、氏名及び住

所を含む。以下同じ。) 

 ⑵ 相手方の氏名又は名称及び住所 

 ⑶ 紛争の対象となる土地の所在 

 ⑷ 申立ての趣旨及び概要 

２ 前項の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 ⑴ 案内図 
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 ⑵ 申立人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、こ

れを証する書類 

 ⑶ 申立てに係る土地及び相手方の土地の登記事項証明書 

３ 申立書には、前項の書類のほか申立てに係る土地の地図写し、測量図その他の参考となる資料が

あるときは、これを添付するものとする。 

 

(申立ての不受理)  ＜規則第 27条第 2 項＞ 

第 6 条 申立ての主たる内容が、次の各号のいずれかに該当するときは受理しないものとする。 

 (1) 第 3条の規定に該当しない茨城県外の土地 

 (2) その他申立ての内容に紛争性がなく、本センターによる調停に適さないと認められる場合 

２ 申立てを不受理としたときは、受付けた申立書の写しを作成し、原本は申立人へ還付する。 

 

(相手方の確認)  ＜規則第 28 条＞ 

第 7 条 相手方が当該手続に応ずるか否かを確認する通知は、別に定める様式によるものとし、本セ

ンターは、事前に電話等で通知を発する旨及びその趣旨を説明するよう努めるものとする。 

２ 前項の通知には、説明事項を記載した書面、申立書の写し及び相手方が当該手続に応ずるときに

記載する解決手続依頼書(以下｢依頼書｣という。)を同封し、当該通知が到達後 15日以内に返信を求

める旨を記載するものとする。 

３ 依頼書には、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。 

 ⑴ 相手方の氏名又は名称及び住所 

 ⑵ 調停に応ずる条件及びその範囲があるときはその旨 

４ 前項第 2 号の記載内容は、費用の負担割合、手続期日の日程等について条件があるときはその旨

を、申立てに応ずる範囲について条件があるときはその旨を記載するものとする。 

５ 相手方の応諾の意思の確認は、依頼書を郵送した後は、ファクシミリ及び電子メールによる送信、

電話、面談等で確認することができる。 

６ 相手方の応諾の意思を電話で確認した場合は、相手方の応対した者の氏名を確認し、面談により

口頭で確認した場合は、確認した事実及び年月日を記録するものとする。 

 

(代理人及び補佐人)  ＜規則第 19 条の 3＞ 

第 8 条 センター長は、申立書を受付けたときは、代理人の資格を確認し、不適格の代理人であると

きは、これを受理しないものとする。ただし、次に掲げる場合には、代理人又は補佐人として認め

ることができる。 

 ⑴ 共有者 

 ⑵ 申立人の 3 親等内の親族関係にある者 

 ⑶ 同居の親族 

⑷ その他、センター長が特に必要であると認めた者 

 

(担当調停員等及び鑑定実施員等の選任)  ＜規則 14 条、16 条、19 条 3 項、22 条 1 項、29 条第 1 項 

＞ 

第9条 担当調停員等の選任は、各候補者名簿のうちから規則第 14 条第 1項及び第 2 項並びに第 16 条

第 1 項の規定を踏まえて選任するものとする。 
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２ 前項の選任にあたっては、次の各号のいずれかに該当する調停員候補者等は対象者から除外する

ものとする。 

 ⑴ 当事者又はその代理人と特に信頼関係がある者 

 ⑵ 申立てに係る土地又は相手方の土地について調査、測量を受託したことがある者 

 ⑶ その他当事者又はその代理人と信頼関係にあるとセンター長が認める者 

３ 前項各号に該当する者の判断は、センター長が調停員候補者等本人に確認して行うものとする。 

４ 当事者双方から特定の担当調停員等を希望する申し出があったときは、規則第 16条第 1項各号の

いずれか及び本条第 2 項各号のいずれかの規定に該当しないときに限り、申出を尊重して選任する

ものとする。 

5 第１項から第 3 項までの規定は、鑑定実施員等を選任する場合について準用する。 

 

(解任の調査等)  ＜規則第 18 条第 2 項＞ 

第 10 条 担当調停員等に選任された者は、選任された後に規則第 16 条第 1 項各号のいずれかの規定

に該当するおそれがあることとなったときは、直ちにセンター長に申し出なければならない。 

２ 規則第 18 条第 2 項第 1 号，第 5 号及び第 6 号の規定に該当するか否かの判断は、センター長が事

実関係を調査し、又は調停員本人に確認して行うものとする。 

 

(忌避申出の期限) ＜規則第 17 条第 4 項＞ 

第 11 条 規則第 17 条第 4 項の規定によりセンター長が指定する忌避の申し出の期限は、当該事由を

開示した日から 15 日以内とする。 

 

(忌避調査委員会)  ＜規則第 17条第 5 項＞ 

第 12 条 忌避調査委員会は、指名された委員の互選により委員長を選出し、委員会を運営する。 

２ 忌避調査委員会は、調停の公正を妨げるおそれがある事由の有無を調査し、忌避の要否について

審議するものとする。 

３ 委員長は、忌避の要否の審議が終了したときは、速やかに、運営委員会に報告しなければならな

い。 

 

(通 知) ＜規則第 27条第 5 項 第 28 条第 2 項 第 36 条第 3 項 第 37条第 3 項 第 38 条第 5 項＞ 

第 13条 当事者に対する通知の方法は、規則で定める配達証明付き郵便によるものを除き、普通郵便、

電話、ファクシミリ、電子メールで通知するものとし、期日においては口頭によることができる。 

２ 配達証明付き郵便以外の通知については、通知の内容、通知の相手方及びその日時を記録しなけ

ればならない。 

 

(期日の回数)   ＜規則第 23 条 第 30 条＞   

第 14 条 相談期日の回数は原則 1回とし、2回までとする。1回について、2 時間以内とする。 

２ 手続期日の回数は、6 回以内を目標とし、1 回について 4時間以内とする。ただし、担当調停員は、 

 和解が成立する見込みがあると認めるときは、手続期日の回数を 2回まで延長することができる。 

 

 (期日の指定)  ＜規則第 30 条第 1 項及び第 3 項＞ 

第 15 条 手続期日において、次回の期日の指定を口頭で通知するときは、7 日以内の日を次回の手続
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期日として指定することができる。 

２ 担当調停員は、手続期日において一方の当事者の主張を聴取し、その整理を行う必要があると認

めるときは、当該一方の当事者の出席のみで手続期日を開催することができる。 

 

(手続期日の場所の指定)  ＜規則第 30 条第 2 項＞ 

第 16 条 担当調停員は、現地検証の必要があると認めるときは、紛争の対象となる土地又はその隣地

を手続期日の場所に指定することができる。 

２ 担当調停員は、当事者が遠距離等の事情によって当事者から要望があったときは、その要望を配

慮した場所を指定して手続期日を開催することができる。 

３ 本センター内で開催する期日の時間は、原則として平日の午前 10 時から午後 5時までとする。 

 

(期日の通知)  ＜規則第 34 条＞ 

第 17 条 手続期日を指定する通知は、当事者へ書面で郵送し、又はファクシミリ及び電子メールで送

信し、若しくは電話で通知するものとする。この場合において、電話により通知をするときは、通

話の相手方の氏名及び当事者との関係を確認して、その事実を記録しなければならない。 

 

(解決手続の進め方)  

第 18 条 手続期日においては、当事者から提出された意見書及び資料を参考にして調停を進めるもの

とする。 

２ 手続期日における主張は、書面又は口頭によるものとし、申立人、相手方の順に主張を聞き、担

当調停員は、自発的な紛争解決へ導くよう努めるものとする。 

３ 担当調停員は、登記手続を必要とする解決手続にあっては、和解後の登記手続に対処できる内容

で調停を進めるよう努めるものとする。 

 

(傍聴の許可) 

第 19 条 第 8条の規定は、傍聴を許可する者の基準について準用する。 

 

(利害関係人の参加)  ＜規則第 35 条第 1項＞ 

第 20 条 当事者以外の者であって和解の結果に利害関係を有し、手続期日に参加できる者は、次のい

ずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 申立てに係る土地又は相手方の土地について、抵当権その他所有権以外の権利を設定している

者  

 ⑵ 当事者の相続人その他の一般承継人となる権利を有する者 

 ⑶ その他前二号に準ずる理由がある者 

 

(鑑定実施員等の選任)  ＜規則第 19 条第 2 項＞ 

第 21 条 鑑定実施員等は、原則として、鑑定実施員等候補者名簿のうちから、事件の内容及び納期限

等を判断して、センター長が隣接する支部内の候補者から適任者を選任するものとする。 

 

(期日調書)  ＜規則第 31 条＞ 

第 22 条 期日調書は、別に定める様式により手続期日を記録して作成する。 
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(申立ての取下げ及び終了の申出)  ＜規則第 37 条第 1 項＞ 

第 23 条 申立ての取下書又は終了の申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 ⑴ 当事者の氏名又は名称及び住所 

 ⑵ 紛争の対象となる土地の所在 

⑶ 申立てを取下げる理由又は終了を申出る理由 

 

(和解が成立する見込みがない場合)  ＜規則第 38条第 1 項＞ 

第 24 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、和解が成立する見込みがないものと判断して、速

やかに、調停を終了させるものとする。 

 ⑴ 一方の当事者が正当な理由なく手続期日に 3回、又は連続して 2 回以上欠席したとき 

 ⑵ 一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき 

 ⑶ 一方の当事者が調停員の指揮に従わないため、調停の実施が困難であると担当調停員が判断し

たとき 

 ⑷ その他の事由により調停の実施が困難であると担当調停員が判断したとき 

⑸ 直ちに和解が成立する見込みがなく、かつ、紛争の性質や当事者のおかれた立場にかんがみ、

調停を続行することが、当事者に対して、和解が成立することにより期待される利益を上回る不

利益を与える蓋然性があると担当調停員が判断したとき 

 ⑹ その他の事由により和解が成立する見込みがないと担当調停員が判断したとき 

 

(相談申出書)  ＜規則第 21 条第 3 項＞ 

第 25 条 相談申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 申出人の氏名又は名称及び住所 

 ⑵ 相談の対象となる土地の所在 

 ⑶ 相談の申出の趣旨及び概要 

２ 前項の申出書には、相談に係る土地の地図写し、測量図その他の参考となる資料があるときは、

これを添付するものとする。 

３ 所有権以外の権利を有する者から相談を申し出るときは、当該権利が登記されているときは登記

事項証明書を、その他のときは当該権利に係る契約書等を提示するものとする。 

 

 (相談に関する準用)  

第 26 条 3条，6条、8 条、13 条 22 条は、相談の実施について必要な事項について準用する。 

 

(規程に定めのない事項)  ＜規則第 7 条第 7 項＞ 

第 27 条 この規程に定めるもののほか、解決手続の実施に当たって必要な事項は、運営委員会の決す

るところによる。 

 

(規程の改廃)  ＜規則第 50 条＞ 

第 28 条 この規程の改廃は、運営委員会の決議による。 

附 則 

この規程は、平成 22 年 6 月 28日から施行する。 


